
 

 

 

介護支援課 
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【施策体系】  〔R6　事　業　名〕  〔予算額（千円）〕

1 介護給付費負担金交付事業 28,770,985

2 地域支援事業交付金 1,784,979

3 財政安定化基金運営事業 63,887

4 保険者支援事業 10,780

5 介護保険審査会運営事業 695

6 介護認定審査会委員等研修事業 897

7 介護サービス利用者負担額軽減事業 10,757

8 介護保険料軽減事業 665,065

9 事業者適正化支援事業 27,777

10 介護サービス情報の公表事業 8,974

11 国保連苦情処理・事業者適正化支援事業 1,316

12 介護支援専門員資格登録管理事業 919

13 喀痰吸引等実施のための研修事業 3,095

14 地域包括ケア構築推進事業 15,927

15 生活支援・介護予防推進サポート事業 8,767

16 高齢者虐待防止事業 2,672

17 第９期長野県高齢者プラン普及展開事業 1,782

18 介護人材確保対策事業 357,300

19 介護研修事業 12,303

20 軽費老人ホーム事務費補助事業 721,131

21 認知症施策総合支援事業 76,152

22 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 211,410

23 地域医療介護総合確保基金事業 3,491,718

24 社会福祉施設等感染症緊急対策事業 133,701

R６　　介護支援課　予算施策体系
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【事業概要（介護支援課計画係）】 

① 介護給付費負担金交付事業 

（根拠法令：介護保険法第 123条、介護保険の国庫負担の算定等に関する政令第 2 条） 

【予算額及び内訳】 287億 7,098万 5 千円 （一般財源 287 億 7,098万 5千円） 

【予算の主な内容】 介護給付費負担金 

 

【目指す姿】 

高齢期における適切な介護を確保し、住み慣れた地域で高齢者が生活できるよう福祉の増進を図る。 

【現状】 

  市町村の介護保険給付に要する経費について定率負担し、介護保険制度の適切かつ円滑な運用を図っている。 

【事業主体】 

  県 

【事業内容】 

市町村の介護給付費等に対する定率負担を行う。負担割合：居宅介護給付費の 12.5％、施設等介護給付費の

17.5％ 

（積算内訳） 

 介護給付費 Ｒ６県負担金 Ａ Ｒ５県負担金 Ｂ 
増減(Ａ－Ｂ) 

(Ａ／Ｂ) 

居宅 

サービス 
120,353,313 千円 15,044,165 千円 15,006,882 千円 

37,283 千円 

(100.2％)  

施設 

サービス 
78,438,969 千円 13,726,820 千円 13,495,804 千円 

 231,016 千円 

 (101.7％)  

合 計 198,792,282 千円 28,770,985 千円 28,502,686 千円 
268,299 千円 

 (100.9％)  

 

 （参考：市町村の介護保険の財源） 

 

【事業の経過等】 

 ○平成 12年度から実施 

 ○交付実績  令和４年度 276億 9,081万 6 千円   令和５年度 285 億 252 万 9千円 

 

保険料 

50％ 

第１号保険料 23％ 

第２号保険料 27％ 

 

公 費 

50％ 

 

居宅介護給付費 施設等介護給付費 

国    25％（うち５％は調整交付金） 

都道府県 12.5％ 

市町村  12.5％ 

国    20％（うち５％は調整交付金） 

都道府県 17.5％ 

市町村  12.5％ 
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【事業概要（介護支援課計画係）】 

② 地域支援事業交付金 

（根拠法令：介護保険法第 115 条の 45 及び第 123 条第 3 項・第 4 項） 

【予算額及び内訳】  17 億 8,497 万 9 千円 （一般財源 17 億 8,497 万 9 千円） 

【予算の主な内容】  介護保険者である市町村・広域連合への交付金 

【目指す姿】 

被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会参加の促進を図るとともに、地域における包

括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症

の方への支援体制の構築等を一体的に推進することにより、被保険者が、地域において自立した日常生活を営む

ことができることを目指す。 

 

【現状】 

要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なケアマネジ

メント機能を強化する観点から、市町村等が実施する「地域支援事業」に要する費用の一部を負担する。 

 

【事業主体】 

介護保険者である市町村・広域連合 

 

【事業内容】 

市町村等の実施する事業の内容により異なる計算式で算出した額以内で地域支援事業に要する経費に対して

負担割合に応じた支援を行う。 

（積算内訳） 

区    分 R６年度 R５年度 

介護予防・日常生活支援総合事業 8 億 7,571 万 2 千円 8 億 7,459 万 5 千円 

包括的支援事業・任意事業 6 億 3,486 万 3 千円 6 億 2,499 万 4 千円 

包括的支援事業（社会保障充実分） 2 億 7,440 万 4 千円 2 億 4,059 万 6 千円 

合        計 17 億 8,497 万 9 千円 17 億 4,018 万 5 千円 

 

（参 考 市町村等における地域支援事業費の財源構成） 

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業、旧介護予防日常生活支援総合事業又は旧介護予防事業 

国 

25% 

県 

12.5% 

市町村 

12.5% 

２号保険料 

27% 

１号保険料 

23% 

(2) 包括的支援事業・任意事業 

国 

38.5% 

県 

19.25% 

市町村 

19.25% 

1 号保険料 

23% 

 

【事業の経過等】 

 ○交付実績  令和３年度   15 億 1,754 万 3 千円 

令和４年度   15 億 6,786 万 7 千円 

令和５年度   17 億 1,109 万 0 千円（概算支払額） 
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【事業概要（介護支援課計画係）】 

③ 介護保険財政安定化基金運営事業 

（根拠法令：介護保険法第 147条及び附則第 10条、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第 6～12 条、介

護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第 4条、長野県介護保険財政安定化基金条例） 

【予算額及び内訳】 6,388 万 7千円 

（財産収入 6万 9千円、基金繰入金 4,786,万 3千円、諸収入 1,595万 5千円） 

【予算の主な内容】 貸付金 4,786万 3 千円、積立金 1,602万 4 千円 

【目指す姿】 

財政安定化基金の運営を通じ、保険者の介護保険財政の安定を図る。 

【現    状】 

  介護保険制度創設から 20 年が経過し、市町村介護保険者の保険財政運営は概ね円滑になされているが、県内

には保険財政運営が不安定となりやすい小規模町村保険者が多いことから、引き続き保険財政の安定化を推進す

る必要がある。 

【事業主体】 

 県 

【事業内容】 

1 積立事業   基金の財源は、保険者・県・国が 1/3 ずつ負担 

＊保険者の拠出金 ： 計画期間の標準給付費見込額 × 拠出率 

＊拠  出  率 ： 省令で定める率を標準として県が条例で定める。(0%) 

＊省令で定める率 ： 全保険者の標準給付費見込額に対する貸付・交付見込 

額（償還見込額を控除）の割合の 1/3 (0.042%) 

2 貸付事業 

  (1)貸付事由  各年度において、保険料収納率の低下や見込みを上回る給付費の増大等により財政不足が 

生じた場合に貸付を行う。（保険者が策定する介護保険事業計画の計画期間の最終年度は、3

年間の計画期間を通じた財政不足が生じた場合に貸付を行う。） 

(2)償  還  次期計画期間に第１号保険料を財源として３年間均等に分割償還する。 

(3)利  息  無利子 
 

3 交付事業   計画期間の３年間を通じ、保険料収納率の低下により、財政不足が生じた場合に、不足額の 

1/2 を限度に資金の交付を行う。 

（計画期間の最終年度のみ） 

【取崩しの特例】 

  第５期計画期間（平成 24～26 年度）の保険料上昇の抑制等を図るため、介護保険財政安定化基金について、

平成 24 年度に限り、第５期計画期間中の所要額を確保した上で残額を取り崩し、拠出者である国、県、市町

村へ返還することが可能とされた。 

   このため、県基金から 26 億 8,018 万 8 千円を取り崩し、うち３分の１を市町村へ特例交付金として交付す

ることにより、保険料の軽減を図った。 

なお、県への返還額については、下記の介護保険関連の事業に活用することとなっている。 

① 地域包括ケアの総合的な推進  ② 老人福祉施設等整備事業  ③ 介護人材対策の推進 

【事業の経過等】 

 ・平成 12 年 4月基金設置 

 ・平成 21 年度から拠出金積立休止（令和５年度末現在高 34億 3,032 万 3千円） 

・貸付実績  令和３年度 実績なし 令和４年度 実績なし 令和５年度 5,000万円 

・交付実績  平成 29年度 実績なし 令和２年度 実績なし 令和５年度 実績なし 
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【事業概要（介護支援課計画係）】 

④ 保険者支援事業 

（根拠法令：介護保険法第 5 条第 2 項） 

【予算額及び内訳】 1,078 万円 （一般財源 210 万 8 千円、国庫補助金 865 万 6 千円、諸収入 1 万 6 千円） 

【予算の主な内容】 制度の円滑な運営のための保険者支援（経常経費、需用費、委託料、使用料） 

 

【目指す姿】 

介護保険法に基づき、保険者である市町村等に対し県が必要な助言及び適切な援助を実施し、保険者の適切な

事務処理や介護給付の適正化を目指す。 

 

【現状】 

介護保険制度の導入から 20 年が経過し、保険者の介護保険に係る事務処理は概ね円滑に実施されているが、公的負

担はますます増加している。そのため、介護保険法の規定に基づく保険者への助言に加え介護給付の適正化等について

保険者を支援する必要がある。 

 

【事業主体】 

県 

 

【事業内容】 

１ 説明会等の開催 

全国介護保険担当課長会議等の情報を保険者等に伝達するため、適宜説明会及び担当者会議を開催する。 

 ２ 保険者支援 

介護保険制度の円滑な運営と介護費用の適正化を図るため、保険者に対し助言・支援を行う。 

３ 介護保険事業状況報告 

制度の運営状況を把握し、必要な情報を国へ報告するためのシステムを運用するとともに、事業年報を作成

する。 

 ４ 県民に対する広報啓発 

県民に対し介護保険制度の広報・啓発を行う。 

  ５ 介護給付適正化推進事業 

   持続可能な介護保険制度の構築を目指し、保険者が行う介護給付適正化事業を一層推進するため、実施

効果の高い事業等を中心に実施を促す。 

  (1) 国保連介護給付適正化システム活用等事業（保険者システム活用方法の実地研修、縦覧点検支援 等） 

  (2) ケアプラン点検推進事業（ケアプラン点検実施保険者への主任介護支援専門員派遣支援、ケアプラン

点検推進研修会の開催 等） 

   

 

【事業の経過等】 

   平成 11 年度から実施 
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【事業概要（介護支援課計画係）】 

⑤ 介護保険審査会運営事業 

（根拠法令：介護保険法第 184 条） 

【予算額及び内訳】 69 万 5 千円 （一般財源 69 万 5 千円） 

【予算の主な内容】 審査会運営に要する経費（委員報酬、旅費） 

 

【目指す姿】 

保険者の行った要介護認定、保険料の賦課等の行政処分に対する審査請求の審理・裁決を適正に行う。 

 

【現  状】 

審査会は、介護保険法第 184 条により都道府県に設置することとされており、被保険者等から審査請求がな

された場合に審理・裁決を行っている。 

  

【事業主体】 

     県 

 

【事業内容】 

審査会の構成・委員数等 

１ 委員数  18 人（被保険者代表３人、市町村代表３人、公益代表 12 人）  

 

  ２ 任  期  令和４年（2022 年）４月１日から令和７年（2025 年）３月 31 日まで（３年） 

 

    ３ 構  成 

(1) 第１部会 ＜要介護認定に係る処分＞  

公益代表３人×３合議体＝計９人 

(2) 第２部会 ＜要介護認定以外に係る処分（保険料の賦課等）＞ 

被保険者代表３人＋市町村代表３人＋公益代表３人＝計９人 

 

    ４ 審査件数（平成 12～令和５年度）                     

区 分 請求件数 取下件数 
裁  決  件  数 

 却 下 棄 却 認 容 

件 数 

（件） 
75 ４ 70 31 38 １ 

      ※一件の審査請求で裁決結果が「一部却下・一部棄却」となった案件は、「却下」「棄却」の両方に件数を記載している。 

 

【事業の経過等】 

   平成 12 年度から実施 
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【事業概要（介護支援課計画係）】 

⑥ 介護認定審査会委員等研修事業 

（根拠法令：厚生労働省老健局長通知） 

【予算額及び内訳】 89 万 7 千円  （一般財源 44 万 9 千円、国庫補助金 44 万 8 千円） 

【予算の主な内容】 研修実施に要する経費（需用費、報償費、使用料など） 

 

【目指す姿】 

要介護認定の公平・公正な実施のため、介護認定審査会委員、認定調査員及び主治医に対する研修を行い、介護 

保険制度の円滑かつ適正な運営を目指す。 

 

【現  状】 

全国一律の基準に基づく、客観的かつ公平・公正な要介護認定を行うためには、審査判定、認定調査、主治医

意見書に必要な知識・技能の習得及び向上のための研修を実施する必要がある。 

 

【事業主体】 

  県 

 

【事業内容】 

１ 介護認定審査会委員研修 

       介護認定審査会委員に対し、要介護認定に関する最新情報を提供するとともに、公平・公正で適切な審査 

判定を実施するために必要な知識・技能を習得できるよう研修を行う。 

 

   ２ 認定調査員研修 

    認定調査員に対し、要介護認定に関する最新情報を提供するとともに、公平・公正で適切な認定調査が  

行えるよう必要な知識・技能の研修を行う。 

 

   ３ 主治医研修 

    要介護認定に係る審査・判定の重要な資料である「主治医意見書」の記載がより適切に行われるよう、   

主治医意見書の記載方法について研修を行う。 

 

【事業の経過等】 

    平成１１年から実施 
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【事業概要（介護支援課計画係）】 

⑦ 介護サービス利用者負担額軽減事業 

（根拠法令：介護保険事業費補助金交付要綱、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度

の実施について（平成 12 年５月１日付け老発第 474 号厚生省老人保健福祉局長通知）） 

【予算額及び内訳】  1,075 万 7 千円 （一般財源 358 万 9 千円 、国庫補助金 716 万 8 千円） 

【負担割合：国 1/2、県 1/4、市町村・広域連合（保険者）1/4】 

【予算の主な内容】  補助金 

【目指す姿】 

  介護保険サービスを利用する際に生じる利用料等の負担を軽減し、低所得者が円滑に介護保険サービスを利用できる

ようにする。 

【現  状】 

  介護保険のサービスを利用する際、利用者は費用の１割と食費・居住費等を負担する。低所得者へ配慮した措置とし

て高額介護サービス費等があるが、低所得者が円滑に介護保険サービスを利用できるようにするためには、更に低所得

者の負担を軽減する必要がある。 

【事業主体】 保険者たる市町村（広域連合を含む。） 

【事業内容】 市町村等が実施する以下の利用者負担額軽減事業に対する助成 

 

【事業の経過等】 

   平成１２年度から補助事業実施 

事業名 
対 象 者 事 業 内 容 

対象サービス 

１ 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保

険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業 

市町村民税世帯非課税者のうち以下の①～⑤の要件を全て満たす

者及び生活保護受給者 

ただし、実質的負担軽減者でユニット型個室に入所していない旧措

置入所者は除く。また、施設入所者等に係る食費・居住費（滞在費）

の軽減は、特定入所者介護（予防）サービス費が支給されている場

合に限る。生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者

負担額を軽減の対象とする。 

①年間収入が単身世帯で 150 万円、世帯員が 1 人増えるごとに 50

万円(税制改正の経過措置対象者は 190 万円)を加算した額以

下であること 

②預貯金等の額が単身世帯で 350 万円、世帯員が 1 人増えるごと

に 100 万円を加算した額以下であること 

③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと 

④負担能力のある親族等に扶養されていないこと 

⑤介護保険料を滞納していないこと 

利用者負担（費用

の１割・居住費(滞

在費)・食費）を本

来の原則１／４（老

齢福祉年金受給

者 は １ ／ ２ ） と す

る。 

なお、生活保護受

給者については、

個室の居住費（滞

在費）に係る利用

者負担額の全額と

する。 

訪問介護（夜間対応型含む）、通所介護（認知症対応型

（予防含む）、地域密着型含む）、短期入所生活介護（予

防含む）、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模

多機能型居宅介護（予防含む）、複合型サービス、特別

養護老人ホーム（地域密着型含む）、第一号訪問事業の

うち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所

事業のうち介護予防通所介護に相当する事業（自己負担

割合が保険給付と同様のもの） 

２ 介護保険サービスの訪問介護を利用する障がい者に

対する支援措置事業 

 

障害者総合支援法のﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟの利用において境界層該当として

定率負担 0 円の者で、次のいずれかを満たす者 

・障がい者ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟの利用者で、平成 18 年度以降 65 歳に到達し

たことで介護保険の対象者となった者 

・特定疾病により要介護（要支援）状態になった 40～64 歳の者  

利用者負担（費用

の１割）を全額免

除とする。  

訪問介護（夜間対応型含む）、第一号訪問事業のうち介

護予防訪問介護に相当する事業（自己負担割合が保険

給付と同様のもの） 

３ 振興山村等地域における特別地域加算に係る利用者

負担額軽減措置事業 

市町村民税本人非課税者 

（上記１・２の事業の利用者及び生活保護受給者を除く。） 

 

利 用 者 負 担 を  

１０％から９％とす

る。 

（振興山村等地域

では、利用者負担

額が１．１５倍にな

るため。） 

訪問介護（夜間対応型含む）、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護、小規模多機能型居宅介護（予防含む）、複

合型サービス、第一号訪問事業のうち、介護予防訪問介

護に相当する事業（自己負担割合が保険給付と同様のも

の） 

４ 中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担

軽減措置事業 

市町村民税本人非課税者 

（上記１・２の事業の利用者及び生活保護受給者を除く。） 

 

利 用 者 負 担 を  

１０％から９％とす

る。 

（中山間等地域で

は、利用者負担額

が１．１倍になるた

め。） 

訪問介護（夜間対応型含む）、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護、小規模多機能型居宅介護（予防含む）、複

合型サービス、第一号訪問事業のうち、介護予防訪問介

護に相当する事業（自己負担割合が保険給付と同様のも

の） 
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【事業概要（介護支援課計画係）】 

⑧ 介護保険料軽減事業 

（根拠法令：介護保険法第 124 条の２第３項） 

【予算額及び内訳】 6 億 6,506 万 5 千円 （一般財源 6 億 6,506 万 5 千円） 

【予算の主な内容】低所得者保険料軽減負担金 

【目指す姿】 

高齢期における適切な介護を確保し、住み慣れた地域で高齢者が生活できるよう福祉の増進を図る。 

 

【現状】 

市町村が行っている低所得者の第一号保険料の軽減に要する経費の一部を負担する。 

負担割合  国１／２、県１／４、市町村１／４ 

 

【事業主体】 

  市町村 

 

【事業内容】 

市町村は低所得者（所得段階が第１段階から第３段階の被保険者）に対して、各所得段階に応じた軽減乗率により

第１号保険料の軽減を行い、県はその経費の１／４を負担する。 

 

【事業の経過等】  

平成 27 年度から実施 
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【事業概要（介護支援課サービス係）】 

⑨ 事業者適正化支援事業 

（根拠法令：介護保険法第 24 条及び介護保険施設等指導要領） 

【予算額及び内訳】 2,777 万 7 千円 （一般財源 1,408 万 8 千円、国庫補助金 1,367 万 3 千円、諸収入 16 千円） 

【予算の主な内容】 需用費等の物件費、システムの改修・保守管理など 

【目指す姿】 

介護サービス事業所に対する指導等を実施することで、指定基準の遵守や、介護報酬の適正な請求等、介護保険制度

の適正な運用及び介護サービスの質の向上を目指す。 

【現 状】 

介護保険制度は定着してきているが、介護サービス事業者による介護報酬の算定誤りや基準違反等による指導事項も

あるため、引き続き制度に関する正しい理解の促進及び介護サービスの質の向上を図る必要がある。 

【事業主体】 

  県 

【事業内容】 

１ 指導関係                                   121 万 8 千円 

（１） 集団指導 

種  類 対象、内容 実施時期 実施機関 

新規事業者 

新規に事業者指定を受けた者を対象に、各

種届出手続、基準等の共通事項や事業者指導

について周知 

原則毎月 

（１か所） 

・介護支援課 

・長野市、松本市 

・長野県国民健康 

保険団体連合会 

サービス種類別 
サービス種類別に開催し、基準、報酬算定上

の留意点、指導事例等について周知 

各サービス 

年 1 回 
・介護支援課 

圏  域  別 
圏域別に、テーマ等を設定し研修等を実施 

(10 圏域×１回以上） 
年１回以上 

・保健福祉事務所(圏

域介護保険事業者連

絡協議会へ委託等) 

（２） 運営指導 

指導主体 主なサービス種類 

地域福祉課 

福祉監査担当 

介護保険施設、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、

特定施設入居者生活介護 

保健福祉事務所 

福  祉  課 
訪問介護、訪問看護ステーション、通所介護 

 ※各サービスにつき、概ね３割の事業者に対し運営指導を行う。 

２ その他 

介護保険指定機関等管理システム保守管理                       132 万 4 千円 

介護報酬改定及び制度改正に伴う介護保険指定機関等管理システム改修等   847 万 0 千円 

介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業                     943 万 8 千円 

事業者に対する指導通知等の発送経費等                      174 万 5 千円 

令和６年度介護保険制度改正に伴う事務                         485 万 1 千円 

介護報酬改定等影響調査                                   73 万 1 千円 

【事業の経過等】 

平成 18 年度の介護保険法改正により指導監督に関する勧告、改善命令等が追加されるなど事業者規制の見直しが

行われた。 

【特記事項】 

基準違反等の疑いのある事業者に対しては、指導とは別に監査を実施。 
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【事業概要（介護支援課サービス係）】 

⑩ 介護サービス情報の公表事業 

（根拠法令： 介護保険法第 115 条の 35～第 115 条の４４） 

【予算額及び内訳】  897 万 4 千円 （一般財源 448 万 7 千円、国庫補助金 448 万 7 千円） 

【予算の主な内容】  介護サービス情報公表事業委託料 

 

【目指す姿】 

介護サービス利用者及び家族に対し、介護サービス事業所の情報（職員体制やサービスマニュアルの有無等）を比較・

検討できる形で提供することにより、利用者が最適な事業所を選択できるようになることを目指す。 

 

 【現 状】 

介護サービスは多様化するとともに事業所数も多数あるため、介護サービス事業所を比較・検討できるよう公表内容を

充実するとともに、より活用されるよう利用者等に対して普及啓発をする必要がある。 

 

【事業主体】 

県（指定情報公表センターとして長野県社会福祉協議会を指定） 

 

【事業内容】 

介護サービス情報の公表事業は、介護サービス事業者の情報を、比較可能な形で、インターネットを通じたシステムに

より、広く利用者、家族、介護支援専門員等に公表する。 

 

  介護サービス情報の内容 

(1)基本情報 

    事業所の名称、所在地、連絡先、サービスの提供実績、職種別の従業員数、施設･設備の状況など 

(2)運営情報 

  利用者本位のサービス提供の仕組み、従業員の教育・研修の状況、介護サービスに関するマニュアルの有無など 

 

【事業の経過等】 

 平成 18 年度から制度開始 

年  度 H27 H28  H29  H30  R1  R2  R3  R4  R5 

対象サービス数 52 53 53 51 54 54 54 54 54 

公表事業所数 3,515 3,506 3,467 3,434 3,299 3,455 3,391 3,535 3,549 
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【事業概要（介護支援課サービス係）】 

⑪ 国保連苦情処理・事業者適正化支援事業 

（根拠法令：長野県国民健康保険団体連合会介護保険補助金交付要綱） 

【予算額及び内訳】 131 万 6 千円 （一般財源 131 万 6 千円） 

【予算の主な内容】 補助金 

 

【目指す姿】 

長野県国民健康保険団体連合会（国保連）による介護サービスに対する苦情処理業務が適切に行われるよう支援する 

ことで、介護サービスの質の確保・向上を図るとともに、介護保険制度に対する信頼性の向上や安定的な制度運営を目指 

す。 

 【現 状】 

国保連は介護保険法第 176 条において苦情処理機関として位置づけられており、重要な役割を果たしていることから、

その業務を引き続き支援していく必要がある。国保連が対応した相談や苦情を介護事業所への指導や監査に反映させて

いる。 

 

【事業主体】 

県 

 

【事業内容】 

                                    

 
       
 

                                   

  
 
 
 
 
                                      

 
 
 
 
                                   
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【事業の経過等】 

平成 12 年度から開始 

 

 

調査・指導 

長野県国民健康保険団体連合会 

調査・指導 

利用者 

市町村 

事 
 
 

業 
 
 

者 

県介護支援課 

○ 事業者への制度周知指導 

・介護報酬請求事務指導 

・介護インフォメーション等 

連 携 

調査・指導 

指 定 取 消 

指定基準に違反しているおそれがある案件 

 指導・周知 

○「介護苦情・相談センター」機能 

・専用電話の設置 ・利用者広報 

・市町村苦情相談業務に関する支援 

・処理案件の集約 

・市町村、事業者等への情報提供 

 

対 応 

苦情申立 

給付適正化システム（レセプト分析） 
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【事業概要（介護支援課サービス係）】 

⑫ 介護支援専門員資格登録管理事業 

（根拠法令：介護保険法第 69 条の 2 及び介護保険法施行規則第 113 条の 7 第 2 項） 

【予算額及び内訳】 91 万 9 千円 （手数料 91 万 9 千円） 

【予算の主な内容】 介護支援専門員資格の登録事務費ほか 

 

【目指す姿】 

要介護者等の相談、調整、援助等の業務を行う介護支援専門員に関する資格登録等の管理や介護支援専門員証の

交付等の事務を適切に行い、介護支援専門員の質の確保を目指す。 

 

【現 状】 

介護支援専門員は毎年新たに有資格者が増えるとともに、５年ごとに更新を迎えることになるため、引き続き介護支援

専門員証の適正な管理をすることが必要である。 

 

【事業主体】 

  県 

 

【事業内容】 

 介護支援専門員資格証の更新事務等 

 

 

【事業の経過等】 

平成 18 年 4 月の介護保険制度改正により、介護支援専門員証の更新制度の導入、事業者に対する所属介護支援

専門員の届出義務化、介護支援専門員の不正行為に対する資格の登録消除・罰則強化がなされたが、これに併せ

「介護支援専門員名簿管理システム」により情報を全国で共有することにより、介護支援専門員の全国的管理を行うこと

とした。 

 

 

 【特記事項】 

介護支援専門員資格の延べ登録者数（令和 5 年度末現在） 14,724 名 

介護支援専門員証の有効期間（５年間）の更新が、平成 20 年度から本格的に始まった。 
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【事業概要（介護支援課サービス係・障がい者支援課施設支援係）】 

⑬ 喀痰吸引等実施のための研修事業 

【予算額及び内訳】  309 万 5 千円 （一般財源 19 万２千円、基金繰入金 201 万円、手数料 89 万 3 千円） 

【予算の主な内容】  介護職員等が痰の吸引等を実施するための研修 

              研修の講師となる指導看護師等を養成 

 【目指す姿】  

介護職員等が医師の指示に基づき医療的ケア（喀痰吸引及び経管栄養）を安全に実施できるよう、必要な知識及び技 

術を習得するための研修等を実施し、喀痰吸引等を安全に実施できる介護職員等の養成を目指す。 

 【現 状】 

「社会福祉士及び介護福祉士法」が改正され、平成24年４月１日から一定の研修を受講し、「認定特定行為業務従

事者認定証」の交付を受けた介護職員等は、医師の指示のもと特定行為（喀痰吸引及び経管栄養）を行うことができるこ

ととなったため、不特定多数の者に喀痰吸引等ができる第一号研修及び第二号研修と重度の障害のある方など特定の

者に喀痰吸引等ができる第三号研修を実施し、人材養成を行う必要がある。 

第三号は平成24年度から、第一号及び第ニ号については平成25年度から登録研修機関が研修を実施している。 

 

 【事業主体】 

喀痰吸引等研修：登録研修機関 

指導看護師等の養成、研修実施体制懇談会の運営：県 

 

 【事業内容】 

１ 指導者養成講習 

  喀痰吸引等研修の指導者を養成する。100 人予定（40 人×２回、20 人×１回） 

２ 研修実施体制懇談会 

喀痰吸引等研修の実施及び研修習得程度の審査を公正かつ適正に行うため、研修内容を検証する懇談会を開催   

する。 

３ 喀痰吸引等業務登録管理事務 
認定特定行為業務従事者、登録特定事業者、登録研修機関の登録管理を行う。 

 
 

 【事業の経過等】 

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正（平成24年４月１日施行）により、喀痰吸引等の研修を受講し「認定特定

行為業務従事者認定証」の交付を受けた介護職員等は、医療行為として、医師の指示の下に、医療的ケア（喀痰吸引、

経管栄養）を業とすることができるようになった。 
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【事業概要（介護支援課計画係・サービス係）】 

⑭ 地域包括ケア構築推進事業（根拠法令：介護保険法第５条） 

【予算額及び内訳】 1,592 万７千円 （国庫補助金 1,564 万 1 千円、基金繰入金 26 万 9 千円、諸収入 17 千円） 

【予算の主な内容】 専門職等の派遣費用（報償費、旅費）、補助金等 

【目指す姿】 

医療、介護、生活支援等が切れ目なく提供される「地域包括ケア体制」の構築を推進し、誰もが自分らし

く安心して住み慣れた地域で暮らせる社会の実現を目指す。 

 

【現  状】 

市町村における地域包括ケア体制の整備に当たっては、市町村によって存在する医療・介護等の資源や連

携状況が異なるほか、取組の熟度にも大きな差があるため、多角的に市町村を支援する必要がある。 

 

【事業主体】 県 

 

【事業内容】 

１ 地域包括ケア推進研修事業  98 万 5 千円 

地域ケア会議の機能強化及び地域包括ケア体制構築の推進にかかる研修を実施する。 

市町村におけるヤングケアラー支援充実のための研修を実施する。 

２ 在宅医療・介護連携推進支援事業  67 万 9 千円 

    市町村における在宅医療・介護連携推進事業の円滑化を支援する。 

・市町村の取組を推進するための研修の実施 

・高齢者施設における終末期ケアに関する研修の実施等   等 

  ３ 中山間地域介護サービス確保対策事業  409 万円 

    中山間地域における介護・生活支援サービスの提供体制を確保するための事業に取り組む市町村・広域

連合を支援する 

     ・市町村等が行う、中山間地域におけるサービス確保のための取組に対して補助 

・中山間地域におけるサービス確保策の一つである「基準該当サービス」等に関する研修の実施 

  ４ 24 時間在宅ケアサービス等推進事業  163 万 9 千円 

    定期巡回・随時対応型サービスを中心とした 24 時間在宅ケアサービスの普及啓発、地域展開に向けた

取組を実施する。 

・全県へのサービス展開に向けた研修の実施  

・事業所へのアドバイザー派遣       等 

  ５ 宅幼老所機能強化事業  38 万 9 千円 

宅幼老所の機能の理解や市町村との連携の促進を図る研修を実施する。 

・地域共生社会の実現における宅幼老所の機能・役割 等 

  ６ 地域包括ケア市町村伴走型支援事業  540 万 4 千円 

    市町村の地域包括ケア体制構築の取組を各市町村の進捗状況に応じて個別・具体的に支援する。 

  ７ 訪問介護職員確保モデル事業     274 万１千円 

    介護職員確保のため、「移住訪問介護」キャンペーンの開催、県内移住者への訪問介護の魅力発信、

事業所の配置転換支援を実施 

   

  

 【事業の経過等】 

平成 24 年度から実施 
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【事業概要（介護支援課計画係）】 

⑮ 生活支援・介護予防推進サポート事業（根拠法令：介護保険法第５条） 

【予算額及び内訳】 876 万 7 千円 （国庫補助金 747 万 5 千円、一般財源 129 万２千円） 

【予算の主な内容】 研修実施に要する経費（報償費、旅費） 

【目指す姿】 

市町村等が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することに

より、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する介護予防及び生活支援サービスの効果的かつ効

率的な支援等を行えるようにする。 

 

  【現状】 

   ○ 市町村のフレイル予防の観点を取り入れた取組の推進及び介護予防事業の評価を支援する必要がある。 

○ 市町村等が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防ケアマネジメントのスキルアップ支援を行うとと

もに、市町村等における生活支援サービスの提供が推進されるよう、市町村等への支援を行う必要がある。 

   ○ 生活支援コーディネーターの養成等、県の役割とされている人材育成について、市町村等支援の観点からも積極的

に取り組む必要がある。 

 

【事業主体】   県 

 

【事業内容】 

１ 介護予防ケアマネジメント・介護予防ケアプラン作成研修事業  ２２万５千円 

自立支援に資するケアマネジメント能力の向上等を図るための研修会を開催する。 

２ 介護予防リハビリ専門職育成事業  91 万 6 千円 

介護予防の推進に資するリハビリテーション専門職を育成するための事業に対して補助する。 

３ 生活支援体制整備事業構築推進事業  608 万 9 千円 

生活支援体制整備のために市町村が配置する生活支援コーディネーターの養成及びネットワーク化を図るための

研修会を開催する。 

４ 住民主体の通いの場等推進支援事業  129 万 2 千円 

  「住民主体の通いの場」の立ち上げや体操教室等における介護予防の効果向上のための支援を行う。 

５ 介護予防等推進研修事業 24 万 5 千円 

フレイル予防・介護予防等に関する知識や技術を習得し、高齢者の自立支援に資する効果的な介護予防事業

が展開できるよう研修を実施する 

 

【事業の経過等】 

平成 25 年度から実施 
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【事業概要（介護支援課計画係）】 

⑯ 高齢者虐待防止事業 

（根拠法令：高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第 19、24 条） 

【予算額及び内訳】 267 万 2 千円 （一般財源 133 万 6 千円、国庫補助金 133 万 6 千円 ） 

【予算の主な内容】 講師等への謝金、旅費、需用費等の物件費等 

【目指す姿】 

高齢者虐待の対応窓口である市町村・地域包括支援センターの担当職員への研修を通じて虐待の予防や高齢

者等へ適切な援助を実施できる体制の整備を目指すとともに、養介護施設従事者等への研修を通じて、介護施

設・介護サービス事業所等における高齢者虐待を無くすことを目指す。 

 

【現 状】 

家族や養介護施設従事者等による高齢者虐待件数が増加していることから、早期発見や予防に繋げるため、

高齢者虐待の対応窓口である市町村・地域包括支援センターの担当職員や養介護施設従事者等への研修が必要

である。 

 高齢者虐待の状況 

区       分 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

養介 護施設

従事者等 

市町村への通報･届出件数 28 35 21 

虐待と認められた件数 11 11 ５ 

養護者 市町村への通報･届出件数 589 581 645 

虐待と認められた件数 294 310 321 

 

【事業主体】 

 県 

  

【事業内容】 

１ 市町村・地域包括支援センター職員実務基礎講習 

市町村・地域包括支援センター職員に対し、高齢者虐待の相談・通報窓口として、虐待予防の取組や高齢

者等への適切な援助を実施できるよう、実務的な講習を行う。 

２ 高齢者虐待対応伴走支援 

  高齢者虐待対応の各判断が、単独市町村のみでは困難な事例について、長野県高齢者虐待対応専門職

チーム（弁護士・社会福祉士のチーム）を派遣し、解決に向けた取組を支援する。 

３ 介護施設・サービス事業従事者実践講習 

介護施設・介護サービス事業従事者に対し、利用者の権利擁護の視点に立った介護、虐待の予防・早期

発見に向けた実践講習を行う。 

  ４ 介護施設等における看護指導者養成事業 

    介護施設等における看護職員の資質向上を図るため、看護指導者養成研修へ受講者を派遣し、受講者に

よる伝達講習会を実施する。 

【事業の経過等】 

 平成 24 年度から実施   令和２年度から介護施設等における看護指導者養成事業を実施 
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【事業概要（介護支援課計画係）】 

⑰ 第９期長野県高齢者プラン普及展開事業 

【予算額及び内訳】 178 万 2 千円  （一般財源 178 万 2 千円） 

【予算の主な内容】 委託料 

 

【目指す姿】 

令和６年度からの第９期長野県高齢者プランの理念及び施策について、広く県民に周知し、健康寿命の延伸等

に向けた意識醸成を図るとともに、地域包括ケア体制構築への住民参画を促進する。 

 

【現状】 

  長野県高齢者プランに基づく施策の推進においては、県民や市町村、関係者など、広く認識を共有したうえで、

協力いただくことが必要であり、これまでの冊子やホームページへの掲載だけでなく、高齢者でも多くが利用し

ているスマートフォンや PC 等で受け取りやすい媒体の作成等を検討する必要がある。 

 

【事業主体】 

 県（事業者に委託して実施） 

 

【事業内容】 

第９期長野県高齢者プランの内容や、県で実施する地域包括ケア体制構築状況の「見える化」の成果などについて、周

知啓発していくための広報媒体（デジタルブック等）を作成するとともに、アクセスしやすく、分かりやすい特設ウェブサイトを作

成する。 

 

【事業の経過等】 

 第９期長野県高齢者プラン（令和６～８年度）の策定に合わせて、令和６年度から新たに実施 
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【事業概要（介護支援課介護人材係）】 

⑱ 介護人材確保対策事業 

（根拠法令：社会福祉法第 93 条及び 94 条） 

【予算額及び内訳】 3 億 5,730 万円（一般財源 1,217 万 6 千円、国庫補助金 9,912 万 9 千円、基金繰入金 2 億 4,599

万 5 千円） 

【予算の主な内容】 介護人材の確保、資質向上、定着を促進するため、就職希望者を対象とした職業紹介、就職説明

会、福祉の職場体験などの実施や、従事者に対する研修、働き方改革等を支援するための経費 

【目指す姿】  

介護分野の人材不足の解消を図るため、就職希望者等が希望を持って就労でき、また、従事者も自身のスキルアップ

を図ること等により職場への定着促進が図られるようにする。  

【現状】 

急速な少子高齢化に伴い介護保険利用者をはじめとする支援を必要とする高齢者等の増加と労働力人口の減少によ

り、介護分野は深刻な人材不足の状況にある。県内の介護分野の有効求人倍率は3.10倍（R５年度平均）と全産業平均

（1.40倍）を大きく上回っており、こうした状況の中、今後、より多くの質の高い介護人材の確保が求められる。 

【事業主体】 

県（長野県社会福祉協議会等への委託、介護福祉士養成施設等への補助等） 

【主な事業内容】 

事 業 名 
実施 

方法 
事業内容等 

福 祉 ・ 介 護

人材の確保 

委託 
福祉・介護人材マッチング支援

事業 

県内にキャリア支援専門員を４名配置し、求職者のため

の職場開拓の実施、就職面接会の開催等 

委託 
信州介護人材誘致・定着事業 

（無資格者の入職支援） 

無資格者への適正職場へのマッチングと資格取得を組

み合わせた支援 

委託 福祉職場ＰＲ事業 
若年者を中心にＰＲするため、学校等での訪問講座の開

催や啓発ツールの作成等を実施 

委託 福祉の職場体験事業 学生や就職希望者に職場体験の機会を提供 

委託 
信州福祉事業所認証・評価制

度運用事業 

キャリアパス構築や人材育成、職場環境の改善等の取

組が一定以上の水準にある事業者を認証・評価 

補助金 

（貸付） 

介護福祉士等修学資金等貸付

事業 

養成施設入学者等への修学資金と介護分野への再就

職のための資金の貸付 

福 祉 ・ 介 護

人材の質の

向上 

補助金 キャリア形成訪問指導事業 
介護福祉士養成施設の教員等が福祉施設等への訪問

研修を実施 

補助金 
外国人介護人材受入環境整備

事業 

外国人介護人材を受け入れた施設が実施する日本語

習得等の研修を支援 

補助金 介護職員研修受講支援事業 介護事業所への職員の研修受講費用助成等 

定着支援・ 

離職防止 

補助金 介護ロボット・ＩＣＴ導入支援事業 
介護現場の労働環境改善、職員の負担軽減を図るた

め、介護ロボットの導入やＩＣＴ化を支援 

補助金 施設内保育所運営費補助金 
労働環境・処遇の改善による離職防止を推進するため、

施設内保育所を運営する介護施設等に対して支援 

委託 介護生産性向上推進総合事業 
相談センターを設置し、介護現場における生産性向上や

人材確保の取組を支援 

福祉人材セ

ンターの運営 
委託 ネットワーク会議の運営 関係機関・団体からなるネットワーク会議を開催 

【事業の経過等】 

H5  社会福祉法第 93 条による県福祉人材センター（社会福祉事業従事者の確保に関する業務や研修を行う）に、長

野県社会福祉協議会を指定。 

H24 緊急雇用創出事業臨時特例基金の「重点分野雇用創出事業」の継続や同基金の「住まい対策拡充等支援事業」

に「福祉・介護人材確保緊急支援事業」が創設され、24 年度終了予定であった事業を、26 年度まで一部継続して

実施。 

H27  「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に基づき、消費税増収分を財源とした地域

医療介護総合確保基金を創設。以降、基金を活用し、継続的に介護従事者の確保・定着のための事業を実施。 
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【事業概要（介護支援課計画係・介護人材係）】 

⑲ 介護研修事業 （根拠法令： － ） 

【予算額及び内訳】1,230 万 3 千円（一般財源 870 万 4 千円、基金繰入金 359 万 9 千円） 

【予算の主な内容】 研修の委託料、補助金等 

【目指す姿】  介護従事者に対して、介護に関する知識・技術の普及を図り、県民がより質の高い福祉サービスを受けられ
る社会を目指す。 

【現   状】  県内の高齢化率が 32.2%と全国に比べ高齢化が進む中、介護従事者の確保と介護サービスの質の向上が
求められている。 

【事業主体】  県 
【事業内容】 

研  修  名 事  業  概  要 対  象  者 日 数 
１回当たり 

受講人員 

実施 

回数 

認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業 

認
知
症
介
護
研
修
事
業 

①認知症介護実践
研修 

（実践者研修） 
 実践的な認知症介護の知識と技術を身
に付けた認知症介護の専門家を養成 

介護職員等 

講義 6 日 
＋実習 

(職場4週） 
60 6 

（実践リーダー研修） 
 実践リーダーとして認知症介護の質の向
上を図り、その推進役となる指導者を養成 

講義８日 
＋実習 

(職場 4 週) 
40 １ 

②認知症対応型サ
ービス事業管理
者研修 

 職員配置や勤務体制、管理者の役割、
職員の研修等認知症対応型サービスを管
理運営していくための知識・技術を習得 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の管理
者又は管理者予定者 

2 日 50 2 

③認知症対応型サ
ービス事業開設
者研修 

 認知症対応型サービス事業所のケアの
質を高めるとともに、地域に密着したものと
するため、代表者等の専門研修を実施 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の法人
代表者等 

２日＋ 

現場体験 
8 2 

④小規模多機能型
ｻ-ﾋﾞｽ等計画作
成担当者研修 

 小規模多機能型サービス事業所の計画
作成担当者に対し専門的な研修を実施 

小規模多機能型ｻ-ﾋﾞ
ｽ事業所計画作成担
当者 

2 日 20 2 

⑤認知症介護基礎
研修 

 認知症介護に関する基礎的な知識及び
技術を修得するための研修を実施 

介護職員等 ｅラーニングにより実施 

⑥認知症介護基礎
研修フォローアッ
プ研修 

認知症介護基礎研修ｅラーニング修了
者が認知症対応力を向上するための研修
を実施 

認知症介護基礎研修
ｅラーニング修了者等 

１日 40 2 

認
知
症
介
護
指
導
者

養
成
事
業 

⑦認知症介護指導
者養成研修 

 認知症介護実践研修を企画し、講義、演
習及び実習を担当できる能力を有する者
並びに介護保険施設等の介護の質の改善
を指導することができる者の養成 

介護職員等 通算９週間 ２ １ 

⑧認知症介護指導
者フォローアップ
研修 

最新の認知症介護に関する専門的な知識
及び技術を習得させ、高齢者介護実務者
に対する研修プログラムの作成方法及び教
育技術の向上を図る 

認知症介護指導者養
成研修修了者 

５日 ２ １ 

【参考】長野県指定研修事業 

介
護
支
援
専
門
員
研
修 

①介護支援専門員実務 

研修 

 介護支援専門員の養成課程として国の
要綱に基づき研修を実施 

介護支援専門員実務
研修受講試験合格者 

14 日 100 2 

②主任介護支援専門員 

研修 

 介護支援専門員の指導・助言等を行う
主任介護支援専門員を養成する研修を
実施 

介護支援専門員として
５年以上の実務経験が
ある者 

12 日 100 1 

③主任介護支援専門員 

更新研修 

 主任介護支援専門員に対し、主任介護
支援専門員（更新）研修修了年月日から
5 年以内に更新する際に義務づけられた
ため、国の要綱に基づき研修を実施 

主任介護支援専門員
として講師・ファシリテー
ターの経験がある等 

8 日 200 1 

④介護支援専門員更新 

研修（実務未経験） 

介護支援専門員証の有効期間 5 年以
内に更新研修を受講することが義務づけ
られたため、国の要綱に基づき研修を実
施（実務未経験者が対象） 

5 年以上未従事者 8 日 100 1 

⑤介護支援専門員更新 

研修（実務経験・初回 

更新） 

介護支援専門員証の有効期間 5 年以
内に更新研修を受講することが義務づけ
られたため、国の要綱に基づき研修を実
施（初回更新者が対象） 

介護支援専門員として
従事している者 

15 日 
50～

100 
1 

⑥介護支援専門員更新 

研修（実務経験・２回目

更新） 

介護支援専門員証の有効期間 5 年以
内に更新研修を受講することが義務づけ
られたため、国の要綱に基づき研修を実
施（２回目更新者が対象） 

介護支援専門員として
従事している者 

6 日 
150～ 

200 
1 

⑦介護支援専門員専門 

研修 

介護支援専門員の専門性を高めるた
め、国の要綱に基づき研修を実施 

介護支援専門員として
従事している者 

15 日 50 2 

⑧介護支援専門員再研修 

介護支援専門員として実務に就いてい
ない者又は実務から離れている者が実務
に就く際に、必要な知識及び技能の再修
得を図る 

介護支援専門員証の
有効期間が満了した者
で、再度交付を受けよ
うとする者等 

8 日 100 1 

上記研修は、社会福祉法人長野県社会福祉協議会を指定研修実施機関として指定し実施。 
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【特記事項】 

◯介護支援専門員研修 

・平成 28 年度から主に以下について改正。 

(1) カリキュラムの見直し 

(2) 修了評価の導入 

(3) 介護支援専門員実務従事者基礎研修の廃止 

(4) 主任介護支援専門員更新研修の新設 

(5) 上記に伴う受講料の見直し 

  ・令和元年度から介護支援専門員再研修を指定研修事業として実施（平成３０年度まで委託実施）。 

 

◯認知症介護研修 

令和４年度から以下について改正。 

(1) 国の要綱改正に伴い、認知症介護基礎研修をｅラーニングにより実施 

(2) 認知症介護基礎研修フォローアップ研修を新設 
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【事業概要（介護支援課施設係）】 

⑳ 軽費老人ホーム事務費補助事業 

（根拠法令：長野県軽費老人ホーム事務費補助金交付要綱） 

【予算額及び内訳】 7 億 2,113 万１千円 （一般財源 7 億 2,113 万１千円） 

【予算の主な内容】 施設の運営費（人件費等）への補助 

 

【目指す姿】 

軽費老人ホームの事務費を補助することにより、家庭環境や住宅事情等の理由で居宅において生活することが困難な

低所得の高齢者が低額な料金で入居できるようにすること、及び施設を運営する社会福祉法人等の経営の安定化を目

指す。 

 

 

【現  状】 

入所者から徴収すべき事務費の一部を入所者の収入に応じて減免した施設に対して補助を行っているが、低所得者の 

負担を軽減するため及び施設経営の安定化のために引き続き補助を行っていく必要がある。 

 

 

【事業主体】 

    県 

 

 

【事業内容】 

軽費老人ホームが入所者から徴収すべき事務費の一部を入所者の収入に応じて減免した場合の事務費分を補助す

る。(利用者の負担軽減及び施設経営の安定化のための補助金) 

   県補助対象施設    経過的Ａ型 3 施設 定員 150 名   ケアハウス 21 施設 定員 854 名 

 

【事業の経過等】 

・昭和 44 年  国庫補助事業創設(県内該当なし) 

・昭和 55 年  県事業開始 

・平成 2 年  ケアハウス制度創設 

・平成 16 年  軽費老人ホーム事務費の国庫補助廃止（一般財源化） 

・平成 27 年  地方交付税算定額の増加率 0.5%を事務費単価に反映 

    ・令和 2 年  地方交付税算定額の増加率 0.9%を事務費単価に反映 

   ・令和 3 年  令和元年度 10 月消費税増税への対応として増税割合（1.01852）を事務費単価に反映 

   ・令和 4 年   介護職員の収入を月額 9,000 円引き上げるため、処遇改善費用を計上 

    ・令和 6 年   介護職員の収入をさらに月額 6,000 円引き上げ、合計 15，000 円の処遇改善費用を計上 
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【事業概要（介護支援課計画係）】 

㉑ 認知症施策総合推進事業 

（根拠法令： 平成 26 年 7 月９日付老発 0709 第３号「認知症施策等総合支援事業の実施について」、共生社会の実

現を推進するための認知症基本法） 

【予算額及び内訳】 7,615 万 2 千円  

（国庫補助金 3,928 万 3 千円、国庫委託金 80 万 6 千円、一般財源 3,408 万 9 千円、繰入金 197 万 4 千円） 

【予算の主な内容】 認知症地域支援施策推進事業、認知症地域医療支援事業、認知症疾患医療センター運営事業 

補助金、若年性認知症施策推進事業 

【目指す姿】 

医療・介護・福祉の連携による総合的支援を行い、認知症高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を目指

す。 

【現   状】 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者（累計）R5 年度末 895 人  研修年 1 回開催 

・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修修了者（累計）R5 年度末 1,017 人 研修年 1 回開催 

・県下 11 か所に認知症疾患医療センターを設置(飯田病院、北アルプス医療センターあづみ病院、佐久総合病院、千曲

荘病院、城西病院、桔梗ヶ原病院、北信総合病院、諏訪赤十字病院、長野県立こころの医療センター駒ヶ根、栗田病

院、木曽病院） 

【事業主体】 

１ 認知症地域支援施策推進事業  直接  ２ 認知症地域医療支援事業  直接・委託 

３ 認知症疾患医療センター運営事業 補助事業     ４ 若年性認知症施策推進事業 委託 

５ 認知症予防県民運動推進事業  直接   ６ 認知症施策推進支援及び普及啓発事業 直接・委託 

【事業内容】 

１ 認知症地域支援施策推進事業 

（１）医療・福祉・介護者・行政の代表 14 人を構成員とする推進会議 年１回開催 

（２）認知症疾患センターの連携と地域医療を推進するための連携会議開催  年１回開催 

２ 認知症地域医療支援事業 

（１）かかりつけ医認知症対応力向上研修 年 1 回開催  （２）認知症サポート医養成 7 名 

（３）病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 年 1 回開催  

（４）薬剤師、看護職員認知症対応力向上研修 各年 1 回開催 

（５）認知症サポート医フォローアップ研修  年 1 回開催 

（６）病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修 年 1 回開催 

３ 認知症疾患医療センター運営事業 

認知症疾患医療センターを全二次医療圏に設置 

(１)認知症疾患専門相談窓口の設置、鑑別診断の実施  (２)専門担当者を配置し、地域包括支援センターとの連携を

強化 （３）診断後の生活や認知症に対する不安が軽減できるよう相談支援や当事者ピア活動・交流会の実施 

４ 若年性認知症施策推進事業 

（１）若年性認知症支援関係者等研修会の開催 （２）若年性認知症自立支援ネットワーク会議の開催 

（３）個別電話相談 （４）本人・家族支援プログラムの開催 （５）本人ミーティングの開催 （６）ピアサポート活動の支援 

５ 認知症予防県民運動推進事業 

（１）新聞広告による認知症の理解・予防に関する周知・啓発  

（２）啓発パンフレット作成・配布 
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６ 認知症施策推進支援及び普及啓発事業 

（１）認知症施策推進に係る市町村支援事業 

（２）認知症施策推進計画等普及啓発事業 

【事業の経過等】 

平成１９年度 かかりつけ医認知症対応力向上研修、認知症サポート医の養成開始 

平成２１年度 認知症コールセンターの設置、認知症疾患医療センターの指定１箇所（飯田病院） 

平成２２年度 認知症疾患医療センターの指定２箇所（飯田病院、北アルプス医療センターあづみ病院） 

         認知症サポート医フォローアップ研修にサポート医派遣（H23,23） 

平成２３年度 認知症疾患医療センターの指定３か所（飯田病院、北アルプス医療センターあづみ病院、佐久総合病院） 

         認知症対策推進協議会及び医療部会の設置 

平成２６年度 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修開始 

         県による認知症コールセンター設置事業の廃止 

平成２７年度 国の新オレンジプランに基づき、平成 30 年度までに全市町村に認知症初期集中支援チームを設置する 

目標に向け、チームに携わる職種への研修を実施（平成 30 年度から全市町村でチーム設置となり、平成

29 年度末で終了） 

平成２８年度 薬剤師向けと看護職員向けの認知症対応力向上研修開始 

平成２９年度 若年性認知症支援コーディネーターの設置 

平成３０年度 認知症疾患医療センターの指定２か所（千曲荘病院、城西病院） 

令和元年度 認知症疾患医療センターの指定２か所（桔梗ヶ原病院、北信総合病院） 

令和 2 年度 認知症疾患医療センターの指定２か所（諏訪赤十字病院、長野県立こころの医療センター駒ヶ根） 

令和 4 年度 認知症疾患医療センターの指定２か所（栗田病院、木曽病院） 

保健・疾病対策課から介護支援課に所管替え 

令和 5 年度 共生社会の実現を推進するため認知症基本法に基づく「長野県認知症施策推進計画」を策定 
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【事業概要（介護支援課施設係）】 

㉒ 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 

（根拠法令：地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱） 

【予算額及び内訳】 2 億 1,141 万円 （国庫補助金 1 億 4,094 万 1 千円、一般財源 7,046 万 9 千円）  

【予算の主な内容】 非常用自家発電設備の設置、水害対策に係る改修工事、安全対策が必要なブロック塀等の改修工

事に対する補助金 

 

【目指す姿】 

近年、大雨や台風、地震等により、全国各地で災害が頻発し、甚大な被害が発生することもある中で、対象施設には、災 

害時における避難に困難が生じる可能性が高い高齢者が入所等しており、災害に起因する大規模停電や水害並びにブロッ

ク塀倒壊等により生命がおびやかされる事態が想定され、緊急性が高いことから、防災・減災対策に係る事業について補助

を行い、入所者等の命と安全を守る。 

 

【現状】 

 頻発する災害の状況を踏まえ、高齢者の安全確保の重要性が高まっているため、引き続き補助を行っていく必要がある。 

 

【事業主体】 

  市町村（定員 29 名以下の地域密着型サービスの場合）、民間事業者 

 

【事業内容】 

１ 非常用自家発電設備  5 施設 

２ 水害対策  １施設 

 

【事業の経過等】 

① 平成 17 年度 創設 （それまでの社会福祉施設整備事業補助金に替わり創設） 

  ・都道府県交付金(広域的施設整備) 及び市町村交付金(地域密着型サービス施設の整備) 

② 平成 18 年度～26 年度 制度の改正 

  ・都道府県交付金の廃止(一般財源化、県単補助事業の創設) 

  ・市町村交付金拡充（推進交付金、先進的事業支援特例交付金の創設・対象の見直し） 

  ・平成 21 年度から平成 26 年度まで事業の一部を県基金事業により実施。平成 26 年度の介護基盤緊急整備等特

別対策事業及び施設開設準備経費等支援特別対策事業は、基金の残額により県が実施するが、不足する分につ

いては、これに代えて地域介護・福祉空間整備等交付金を国から市町村へ直接交付する。 

  ・消費税増税に伴う対応として一部事業について補助単価の改正が行われた。 

③ 平成 27 年度 制度の見直し 

  ・新基金の創設に伴い、本事業の一部（地域密着型施設等を整備する事業）は新基金において行うこととなった。 

  ・平成 28 年１月 20 日から適用するものとして、介護ロボット等導入支援事業特例交付金、先進的事業支援特例交 

付金（ハード交付金）に「介護予防・生活支援拠点整備事業」、推進交付金（ソフト交付金）に「介護予防、生活拠点 

開設準備支援事業」が新たに追加された。 

  ・先進的事業支援特例交付金（ハード交付金）のうち、既存介護施設等のスプリンクラー整備支援事業の交付対象が 

見直され、1,000 ㎡以上の既存介護施設等が交付対象から削除された。（平成 28 年１月 20 日適用） 

④ 平成 28 年度 制度の見直し 

  ・先進的事業支援特例交付金（ハード交付金）から「市町村提案事業」及び「地域支え合いセンターの整備事業」が 

削除された。 
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  ・推進交付金（ソフト交付金）から「高齢者と障害者や子どもとの共生型サービスを行う事業」、「「高齢者活力創造」地 

域再生プロジェクトの推進のための、地域における包括的なサービスを推進する事業」及び「その他高齢者が居宅に 

おいて自立した生活を営むことができるよう支援する事業」が削除された。 

  ・高齢者施設等の防犯対策を強化するため、必要な安全対策に要する費用について補助を行う「高齢者施設等の防 

犯対策強化事業」が追加された。 

⑤ 平成 29 年度 制度の見直し 

     ・先進的事業支援特例交付金（ハード交付金）から「介護予防・生活支援拠点整備事業」が削除され、推進交付金

（ソフト交付金）及び介護ロボット等導入支援事業特例交付金がなくなった。（なお、介護ロボット等導入支援事業特

例交付金に関しては、導入翌年度（平成 29 年度）から３年間、市町村は導入効果等を毎年国に報告することとなっ

ている。） 
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【事業概要（介護支援課施設係）】 

㉓ 長野県地域医療介護総合確保基金事業（介護施設等整備分） 

（根拠法令：地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律） 

【予算額及び内訳】17 億 7,357 万 5 千円 （基金繰入金 17 億 7,357 万 5 千円 ） 

【予算の主な内容】 地域密着型施設の整備、施設の開設準備及び既存施設の改修等に対する支援 

 

【目指す姿】 

第９期長野県高齢者プラン（2024～2026年度）に基づく特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等の施

設整備を計画的に進めることにより、地域におけるサービス基盤の充実を図るとともに、施設の開設準備にかかる経費に対

し支援することにより、当該施設が開設時から安定した質の高いサービスが提供できるようにする。 

また、既存の特別養護老人ホームの多床室を入所者のプライバシー保護のために改修する事業等に対し支援する。 

 

【現状】 

○ 地域密着型の施設整備については、平成 21 年度から平成 26 年度まで、国の交付金を積み立てて造成した基

金を財源として支援してきたが、平成 27 年度から消費税を財源とした地域医療介護総合確保基金（国 2/3、県

1/3）により行うこととなった。 

○ 第９期長野県高齢者プランにおいて市町村・広域連合が計画している施設整備が予定どおり行えるよう支援する

必要がある。 

 

【事業主体】 

  介護保険者である市町村・広域連合等 

 

【事業内容】 

１ 施設整備等に関する補助 

   地域密着型特別養護老人ホーム等  35 か所 

２ 施設の開設準備等に対する補助 

   特別養護老人ホーム等  44 か所 

 

【事業の経過等】 

・平成 26 年度  長野県地域医療介護総合確保基金（国 2/3、県 1/3）介護分の創設 

・平成 27 年度  長野県地域医療介護総合確保基金（介護施設等整備分）事業の実施 
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【事業概要（介護支援課施設係）】 

㉔ 社会福祉施設等感染症緊急対策事業 

（根拠法令：厚生労働省老健局長通知） 

【予算額及び内訳】 １億 3,370 万１千円  

（国庫補助金 8,913 万 8 千円 、一般財源 4,456 万 3 千円） 

【予算の主な内容】  

(1)介護サービス継続支援事業          (2)社会福祉施設等応援職員派遣支援事業   

 

【目指す姿】 

  感染防止対策を徹底し、コロナ禍においても必要なサービスが提供できるよう高齢者施設等を支援する。 

 

【現状】 

令和 6 年 3 月 25 日の長野県新型コロナウイルス感染症警戒・対策本部会議において、「新型コロナウイルス感染症に

かかる対応」が決定された。新型コロナウイルス感染症自主検査費用支援事業は令和 6 年 4 月 1 日以降終了とされたと

ころであるが、令和 6 年 1 月～3 月の間に高齢者施設等の入所者等が新型コロナウイルスに感染するなどしており、必要

な福祉サービスの継続を行った高齢者施設等の感染防止策等については支援する必要がある。 

  

(1)介護サービス継続支援事業 

【事業主体】 

新型コロナウィルス感染者、濃厚接触者に対応した事業者等 

【事業内容】 

新型コロナウィルス感染者、濃厚接触者に対応した場合や都道府県等からの休業要請を受けた場合などにおいて、衛生 

  物品の購入や、利用者の居宅を訪問して代替サービスを提供するための以下の経費等に対し助成する。 

・新型コロナウィルス感染者、濃厚接触者に対応した場合におけるサービス継続に必要な衛生用品の購入費用や職員確

保のための割増賃金等に係るかかり増し経費 

   ・高齢者施設等において、施設内療養を行った場合における当該療養に要する経費 

【事業の経過等】 

令和２年度から補助事業実施 

 

(２)社会福祉施設等応援職員派遣支援事業 

【事業主体】 

高齢者施設等 

【事業内容】 

高齢者福祉施設等（入所施設等）において新型コロナウイルス感染症が発生し、職員不足となる場合に、サービス提供

体制を確保するため、他施設等から応援職員を派遣する。その際、応援職員派遣元施設に対しては応援に係るかかり増し

経費を、関係団体に対しては協力金を支給する。 

【事業の経過等】 

令和２年度から補助事業実施 
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